
目黒区私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付要綱 

 

平成１７年４月１日付け 目 総 総 第 ３ ９ 号 決 定 

平成１８年４月１日付け 目 総 総 第 ２ ２ 号 一部改正 

平成１８年１２月１日付け 目 総 総 第１４１３号 一部改正 

平成１９年４月１日付け 目 子 子 第 ２ ４ 号 一部改正 

平成２０年４月１日付け 目子子第１８７１号 一部改正 

平成２１年４月１日付け 目子子第２７３１号 一部改正 

平成２２年５月１７日付け 目子子第２５２２号 一部改正 

平成２３年５月１１日付け 目子子第１５６０号 一部改正 

平成２４年５月１４日付け 目子子第１８６１号 一部改正 

平成２５年６月４日付け 目子子第２４２３号 一部改正 

 平成２５年１１月２８日付け 目子子第８１２１号 一部改正 

平成２６年４月１日付け 目子子第１７６号 一部改正 

平成２６年５月１５日付け 目子子第１８７６号 一部改正 

平成２７年４月２１日付け 目子子第１０５０号 一部改正 

平成２７年７月２７日付け 目子子第４３７１号 一部改正 

平成２７年１１月５日付け 目子子第７４９９号 一部改正 

平成２８年４月１日付け 目 子 子 第 ２ ８ ４ 号 一部改正 

平成２８年７月５日付け 目子子第３５１７号 一部改正 

                     平成２９年４月１日付け 目子子第７５３号  一部改正 

                   平成２９年６月１４日付け 目子子第７１３５号  一部改正 

平成３０年８月１日付け 目子子第４６８６号 一部改正 

令和元年７月２４日付け 目子子第３７８０号 一部改正 

令和元年９月２４日付け 目子子第６２９１号 一部改正 

    令和元年１１月１４日付け 目子子第８００５号 一部改正 

令和２年１１月６日付け 目子子第６５６６号 一部改正 

令和３年５月１７日付け 目子子第１８４３号 一部改正 

  令和４年３月３１日付け 目子子第１３５４１号 一部改正 

令和５年９月２６日付け 目子子第６０６３号 一部改正 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、私立の特定子ども・子育て支援施設等のうち幼稚園（以下「私立幼稚園」

という。）に在籍する小学校就学前子どもの保護者、私立の特定教育・保育施設に在籍する小

学校就学前子どもの保護者及び幼稚園類似の幼児施設、国立大学附属特別支援学校幼稚部又

は国立大学附属幼稚園に在籍する幼児の保護者に対して補助金を交付することにより、保護

者の負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図る私立幼稚園等保護者負担軽減事業に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 



第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）幼稚園 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める幼稚園をいう。 

（２）幼稚園類似の幼児施設 東京都知事が認定する施設をいう。 

（３）幼児 満３歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

（４）私立の特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号。

以下「支援法」という。)第３０条の１１第１項に定める施設・事業のうち、国及び地方公

共団体以外の者が設置する施設をいう。 

（５）私立の特定教育・保育施設 支援法第２７条に定める施設のうち国及び地方公共団体以外 

の者が設置する施設をいう。 

（６）小学校就学前子ども 支援法第３０条の４第１項第１号から第３号までに掲げる小学校

就学前子どもとして同法第３０条の５に定める認定を受けた幼児又は支援法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもとして同法第２０条第４項に定める認定を受け

た幼児をいう。 

（７）保護者 幼児と同一の世帯に属し、私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設（以下「私立

幼稚園等」という。）、幼稚園類似の幼児施設、国立大学附属特別支援学校幼稚部、又は国

立大学附属幼稚園に保育料を納入する義務を負っている者をいう。 

（８）第１子 １人就園の場合及び同一世帯から２人以上就園している場合の最年長者をいう。 

（９）第２子 保護者と生計を一にし、次のいずれかに該当する兄又は姉（以下「特定被監護者

等である兄又は姉」という。）を１人有している園児をいう。 

ア 保護者が現に監護する未成年 

イ 未成年であったときに、保護者が現に監護していた者 

ウ 保護者又はその配偶者の直系卑属（ア及びイに該当する場合を除く。） 

（１０）第３子以降 特定被監護者等である兄又は姉を２人以上有している園児をいう。 

（１１）ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当す

る世帯をいう。 

ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（以下「要

保護者」という。） 

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）による配偶者のない者

で現に児童を扶養している者 

ウ 婚姻歴にないひとり親家庭の者 

エ 身体障害福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障害

者手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。） 

オ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の規定により療育

手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。） 

カ 精神保健及び精神障害者福祉に係る法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２

項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。） 

キ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特別

児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に限る。） 



ク 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

その他適当な者（在宅の者に限る。） 

ケ その他区長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 

（補助金の種類及び交付対象者） 

第３条 補助金の種類及び交付対象者は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要であると

認めた場合は、この限りではない。 

（１） 入園料補助金 幼児が区内に住所を有する期間に私立幼稚園等又は幼稚園類似の幼児

施設に入園し、当該園等に入園料を支払った保護者に対して、幼児１人につき１回に限り

交付する。 

（２） 施設等利用給付（無償化事業給付金） 当該年度において、幼児が区内に住所を有し、

かつ、私立幼稚園、国立大学附属特別支援学校幼稚部及び国立大学附属幼稚園に在籍して

いる期間について、支援法第３０条の１１第１項に規定する特定子ども・子育て支援を受

けたときは、当該園等に入園料及び保育料（以下「保育料等」という。）を支払ったその

保護者に対して、月を単位に交付する。ただし、休園期間中は、保育料等が発生していて

も補助対象期間外とする。 

（３） 保育料補助金 当該年度において、幼児が区内に住所を有し、かつ、私立幼稚園等又は

幼稚園類似の幼児施設に在籍している期間について、当該園等に保育料及び学納金（特定

負担額）を支払った保護者に対して、月を単位に交付する。ただし、休園期間中は、保育

料及び学納金（特定負担額）が発生していても補助対象期間外とする。 

（４） 預かり保育料補助 私立幼稚園等、国立大学附属特別支援学校幼稚部又は国立大学附属

幼稚園の在籍園児のうち、次のいずれかに該当する保育の必要性がある子どもについて、

預かり保育の利用に要した費用を支払った保護者に対して支給する。 

  ア 満３歳以後の最初の３月３１日を経過した子ども 

  イ 満３歳児（アを除く。）のうち、区市町村民税非課税世帯の子ども 

  ウ 満３歳児（ア及びイを除く。）のうち、第２子以降の子ども 

（５） 認可外保育施設等利用費に係る預かり保育料補助 前号の預かり保育料補助の支給を

受ける在籍園児が、次のいずれかの要件を満たす施設に在籍し、かつ支援法第７条第１０

項第４号に規定する認可外保育施設、同項第６号に規定する一時預かり事業又は同項第７

号に規定する病児保育事業及び同項第８号に規定する子育て援助活動支援事業であって、

支援法第５８条の２に規定する確認を受けたもの（以下「認可外保育施設等」という。）

を併用している場合に、当該認可外保育施設等の利用料を支払った保護者に対して支給す

る。ただし、前号ウに該当する者は、幼稚園型一時預かり事業の利用料のみ支給する。ま

た、前号の預かり保育料補助の支給額が前号ア、イ又はウのいずれかに該当する者に応じ

支払われる次条第４号ア又はイに定める支給限度額を支給されている場合は、この限りで

ない。 

ア 通園している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合 

イ 通園している幼稚園等の教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が８時間未満 

ウ 通園している幼稚園等の年間(平日・長期休業中・休日の合計)の預かり保育開所日数が

２００日未満 



（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次のとおりとする。 

（１） 入園料補助金 幼児１人につき、６０，０００円 

（２） 施設等利用給付（無償化事業給付金） ２５，７００円とする。ただし、当該年度に

前号の入園料補助金の交付を受けた場合には、当該年度に支払う保育料等の合計額から当該

入園料補助金を差し引いた額が、２５，７００円に満たない場合は、その額を施設等利用給

付の額とする。また、国立大学附属特別支援学校幼稚部に通園している幼児の施設等利用給

付については月額４００円、国立大学附属幼稚園に通園している幼児の施設等利用給付につ

いては月額８,７００円を限度額とする。 

（３） 保育料補助金 幼児１人につき、別表１に掲げる額とする。ただし、当該年度に入園料 

補助金及び施設等利用給付の交付を受けた場合には、当該年度に支払う保育料及び学納金（特 

定負担額）の合計額から、当該施設等利用給付を充てた保育料の合計額を差し引いた額が、当 

該保育料等及び学納金を支払った期間に応じた保育料補助金の合計額に満たない場合は、その 

額を保育料補助金の額とする。 

（４） 預かり保育料補助 前条第４号ア、イ又はウのいずれかに該当する者１人につき、利 

 用日数×４５０円の額と次のア又はイに該当する者の区分に応じて定める支給限度額のどち 

らか低い方の額とする。 

ア  前条第４号アに該当する者の支給限度額 １１,３００円 

 イ  前条第４号イ又はウに該当する者の支給限度額 １６,３００円 

（５） 認可外保育施設等利用費に係る預かり保育料補助 前条第４号ア、イ又はウのいずれか

に該当する者１人につき、前号ア又はイに定める支給限度額から前条第４号ア、イ又はウに

該当し支払われた預かり保育料補助を差し引いた金額とする。 

（補助金の交付） 

第５条 前条に規定する補助金は、幼児と同一世帯に属し生計を一にする者であって、当該幼児 

の扶養義務を負う全ての者の区市町村民税所得割課税額の合計額を確認することによりその 

交付を行うものとする。区市町村民税所得割課税額の合計額の確認方法は、別途定める。 

（保育の必要性の確認） 

第６条 第３条第４号に規定する保育の必要性があることを確認するため、同号ア又はイに該

当する者の保護者は、別記第７号様式による認定申請書に、別表２の左欄に定める認定要件

の区分に応じ、同表の右欄に定める提出書類を添えて、区長に提出し、保育の必要性の認定又

は却下を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の認定又は却下をしたときは、別記第８号様式による認定又は却下通知書を申

請者宛て通知するものとする。 

３ 第３条第４号に規定する保育の必要性があることを確認するため、同号ウに該当する者の

保護者は、別表２の左欄に定める認定要件の区分に応じ、その他同表の右欄に定める提出書

類を添えて、区長に提出するものとする。 

（補助金の交付申請及び制限） 

第７条 第３条に規定する補助金の交付を受けようとする保護者は、当該年度の末日までに別

記第３号様式による交付申請書に、別記第４号様式による在園証明書その他区長が必要と認



める書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

２ 預かり保育事業を実施している在園幼稚園は、保育の必要性が認定された者について、別記

第９号様式による利用実績証明書を区長に提出しなければならない。また、認可外保育施設等

を利用している保護者は、別記第１０号様式による提供証明書を施設等から受領し、区長に提

出しなければならない。 

３ 区長は、保護者が他の地方公共団体が行う入園料補助金及び保育料補助金と同種の補助金

の交付を受けているときは、入園料補助金及び当該交付を受けた期間に係る保育料補助金を

交付しない。 

（補助金の交付決定及び通知） 

第８条 区長は、前条の交付申請があったときは、申請書を審査し、補助金を交付すべきものと

認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を入園料補助金においては別記第５

号様式、施設等利用給付及び保育料補助金においては別記第６号様式、預かり保育料補助金

においては、別記第１１号による決定通知書を申請者宛て通知するものとする。 

（補助金の支払方法及び時期） 

第９条 補助金は原則として、全て口座振込みにより行うものとする。 

２ 入園料補助金、施設等利用給付、保育料補助金及び預かり保育料補助(認可外保育施設利用

費保育料補助も含む)は、原則として９月以降区長が定める日に支払うものとする。 

（補助金に関する調査） 

第１０条 区長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者に対し報告

を求め、又は調査することができる。 

第１１条 区長は、保護者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、

又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（補助金の返還） 

第１２条 区長は補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されていると

きは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（その他の必要事項） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金に係る取扱いに関する細目については、子育て

支援部長が定める「取扱要領」によるものとし、その他必要な事項については、目黒区補助金

等交付規則（昭和４３年３月目黒区規則第６号）を適用する。 

 

 

付 則（平成１７年４月１日目総総第３９号） 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  付 則（平成１８年４月１日目総総第２２号） 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。   

付 則（平成１８年１２月１日目総総第１４１３号） 

この要綱は、平成１８年１２月６日から施行する。 

付 則（平成１９年４月１日目子子第２４号） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 



付 則（平成２０年４月１日目子子第１８７１号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年４月１日目子子第２７３１号） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２２年５月１７日目子子第２５２２号） 

この要綱は、平成２２年５月１７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

付 則（平成２３年５月１１日目子子第１５６０号） 

この要綱は、平成２３年５月１１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

付 則（平成２４年５月１４日目子子第１８６１号） 

この要綱は、平成２４年５月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

  付 則（平成２５年６月４日目子子第２４２３号） 

この要綱は、平成２５年６月４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

  付 則（平成２５年１１月２８日目子子第８１２１号） 

この要綱は、平成２５年１１月２９日から施行する。 

  付 則（平成２６年４月１日目子子第１７６号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  付 則（平成２６年５月１５日目子子第２８７６号） 

この要綱は、平成２６年５月１５日から施行し、同年４月１日から適用する。 

  付 則（平成２７年４月２１日目子子第１０５０号） 

この要綱は、平成２７年４月２１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

  付 則（平成２７年７月２７日目子子第４３７１号） 

この要綱は、平成２７年７月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

  付 則（平成２７年１１月５日目子子第７４９９号） 

この要綱は、平成２７年１１月５日から施行し、同年４月１日から適用する。 

付 則（平成２８年４月１日目子子第２８４号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年７月５日目子子第３５１７号） 

この要綱は、平成２８年７月５日から施行し、同年４月１日から適用する。 

付 則（平成２９年４月１日目子子第７５３号） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 付 則（平成２９年６月１４日目子子第７１３５号） 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する 

付 則（平成３０年８月１日目子子第４６８６号） 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

付 則（令和元年７月 24日目子子第３７８０号） 

この要綱は、令和元年７月２４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

付 則（令和元年９月２４日目子子第６２９１号） 

この要綱は、令和元年９月２４日から施行し、同年１０月１日から適用する。 

  付 則（令和元年１１月１４日目子子第８００５号） 



この要綱は、令和元年１１月１４日から施行し、同年１１月１日から適用する。 

  付 則（令和２年１１月６日目子子第６５６６号） 

この要綱は、令和２年１１月６日から施行し、同年４月１日から適用する。 

  付 則（令和３年５月１７日目子子第１８４３号） 

この要綱は、令和３年５月１７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 付 則（令和４年３月３１日目子子第１３５４１号） 

この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 付 則（令和５年９月２６日目子子第６０６３号） 

この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

 


